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ご　意　見 回　　　答 

・商店街の活性化のための施策たとえば、駐車場問題、
空店舗対策、催物に対する補助等が必要。 
・「美原新拠点整備｣で「シンボルゾーンの形成を図る」
「集客力の高いゾーンとする」としているが既存の商
店街やその他の商店はどうするのか。 
 

　計画案において、商店街・小売市場等の商業団
体が商業振興上有益な共同施設（アーケード、カラー
舗装、駐車場・駐輪場など）を設置又は補修する場
合に補助を行う「商業共同施設設置事業」や地域に
おける催し物、消費者参加事業などを補助する「地
域商業活性化事業」を位置付けるなど、合併後の市
の商業振興を図ることとしています。 

まちづくり計画　4 地域に調和し時代をひらく「産業躍動のまちづくり」 

ご　意　見 回　　　答 

・どうして437億円もの事業ができるのか。現状の財
政計画では地方債償還金の増加で赤字となり存続
発展が困難。歳出の削減に努めるべき。 

　計画案の財政計画は、新市においても継続して行
財政改革に努めていくことを前提にしたうえで、合併
による様々な財政支援措置、組織・人員等の合理化
効果を見込み、事業実施に伴う地方債の償還につ
いても考慮したものです。 

財政計画 

　これらの他のご意見や回答などの詳細につきましては下記要領で公表しています。 

　いただきましたご意見とそれに対する回答につきましては、当協議会のホームページでご覧にな

れるほか、下記の要領で公表しています。 

○場所　堺市本庁市政情報センター、各支所市政情報コーナー 

　　　　美原町役場情報コーナー、美原町立図書館 

　　　　合併協議会事務局 

○期間　平成16年2月2日から平成16年3月1日まで 

●パブリックコメント（意見募集）結果の公表 

ワンポイント解説 

市町村建設計画案の事業費について 

　計画案に記載の事業は、両市町の総合計画や住民の皆さんの要望を踏まえ、合併協議会で議論を重ね

て決定したもので、皆さんの生活や都市の活動・発展を支えていくとともに、両市町の速やかな一体化

を図るために、ぜひとも必要なものです。 

　総事業費は10年間で872億円です。そのうち美原町域分は437億円になりますが、これまでの両市町

の建設事業の実績（堺市：1年あたり約340億円、美原町：1年あたり約12億円）と、財源的に有利な合

併特例債が活用できることなどから、財政状況を大きく左右するほどの影響はないものと考えられます。 




